
法定労働時間（労働基準法第３２条、第40条） 

【原則】 

 使用者は、１週間に、40時間を超えて労働させてはならない。 

 使用者は、１日に、８時間を超えて労働させてはならない。 

（特例事業場） 

 ・なお、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業で、規模が10人未満の事業場については、 

  使用者は、１週間に44時間、１日に８時間まで労働させることができる。 

 
 

時間外及び休日労働（労働基準法第36条） 

 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で

定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。 
 
 

 

時間外、休日及び深夜労働の割増賃金（労働基準法第37条） 

 使用者は、時間外又は深夜（午後10時から午前５時まで）に労働させた場合は、通常の賃金の２割５分以上 

の割増賃金（※）を支払わなければならない（※※）。 

※ 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の５割以上。ただし、中小企業は当分の間適用猶予。 

※※ 「時間外かつ深夜」の場合：５割以上の割増賃金を支払わなければならない。 

 
 

【弾力的な取扱い】⇒次ページ参照 

 変形労働時間制、フレックスタイム制、 

 裁量労働制 等 

  

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ①労働時間法制について 
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弾力的な労
働時間制度 
 
 
※適用労働  
  者の割合 
  
  ５４．９％ 
 

 
 
 
 

通常の 
労働時間制 

一般的な働き方 １日８時間、週４０時間（法定労働時間） 

変形 
労働時間制 

交替制勤務の場合や、季節等によって業務
に繁閑の差がある場合 

一定期間を平均して、法定労働時間の範囲 
内であれば、１日８時間、週４０時間を超えて 
労働させることができる。 

フレックス 
タイム制 

協定した労働時間の範囲内で、始業・終
業時刻を労働者にゆだねる場合 

一定期間の総労働時間を労使協定で定 
めれば、始業・終業時刻を労働者の自由 
にできる。 
 

事業場外 
みなし制 

事業場の外で労働する外回りの営業職
等 

所定労働時間または労使協定で定めた時間 
を労働したものとみなす。 

専門業務型 
裁量労働制 

新商品や新技術の研究開発、 
情報処理システムの設計、 
コピーライター、新聞記者   等 

労使協定で定めた時間を労働したものと 
みなす。 

企画業務型 
裁量労働制 

事業の運営に関する事項についての企画、 
立案、調査及び分析の業務に従事する場合 
 

労使委員会で決議した時間を労働したものと 
みなす。 

※適用労働者の割合 ４５．１％ 

※適用労働者の割合 ３９．９％ 

※適用労働者の割合  ６．７％ 

※適用労働者の割合  ７．０％ 

※適用労働者の割合  １．１％ 

※適用労働者の割合  ０．２％ 
 

※ 「適用労働者」の割合の出所： 平成２７年就労条件総合調査 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ②弾力的な労働時間制度の概況 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要  ③３６協定について（制度概要） 

限度時間 
１か月４５時間 
１年３６０時間など 

法定労働時間 
１日８時間 
１週４０時間                

１年間＝１２か月 

特別条項 
上限なし 

 労働基準法での原則的な労働時間の上限：１日８時間・１週４０時間【法定労働時間】 

 これを延長する場合は、労使協定（３６協定）の締結・届出が必要 

 ３６協定での延長時間は、「時間外労働の限度基準」（大臣告示）に規定 

 「１か月４５時間」「１年３６０時間」等（※）【限度時間】 
※ 「３か月以内の期間」と「１年間」の双方について協定する必要 
※ ほかに、「１週間１５時間」「３か月１２０時間」などの限度時間が規定されている 
※ ただし、①工作物の建設等の事業、②自動車の運転の業務、③新技術、新商品等の研究開発などの業務は限度

時間の適用除外とされている 

  「特別条項」を結べば、例外的に限度時間を超えることができる（年間６か月まで） 

※特別条項について、その上限時間が規定されていない 

年間６か月まで 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要 ④３６協定について（記載例等） 

記載例 

① 時間外・休日労働をさせる必要のある、 
(ｲ) 具体的な事由 
(ﾛ) 業務 
(ﾊ) 労働者数 

② 延長時間（１日、２日～３か月、１年それぞれについて定める必要）、休日労働の日数等 
③ 有効期間 

３６協定で定めなければならない事項 
 (労働基準法施行規則（昭和32年厚生省令第23号)第16条） 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑤３６協定について（延長時間の限度） 

期    間 限 度 時 間 

１週間 １５時間 

２週間 ２７時間 

４週間 ４３時間 

１か月 ４５時間 

２か月 ８１時間 

３か月 １２０時間 

１年間 ３６０時間 

期    間 限 度 時 間 

１週間 １４時間 

２週間 ２５時間 

４週間 ４０時間 

１か月 ４２時間 

２か月 ７５時間 

３か月 １１０時間 

１年間 ３２０時間 

一般労働者 

１年単位の変形労働時間制対象者 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑥３６協定について（特別条項） 

 「特別の事情」（※）の発生が予想される場合、「特別条項付き３６協定」を結べば、限度時間を超えて時間
外労働をさせることができる。 

 特別条項は「臨時的なもの」という考え方により、年間最大６か月まで。 

 特別条項については、その上限時間は規定されていない。 

（※）「特別の事情」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、例示として、予
算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、 大規模なクレームへの対応、機械のトラ
ブルへの対応などをパンフレットにて示している。 

• （注１） 限度時間を超えて時間外労働を行う「特別の事情」を具体的に定め、記載する。 

「特別の事情」とは、一時的または突発的、かつ、１年の半分を超えないこと 

• （注２） 一定期間における延長時間を更に延長する場合の手続を具体的に定め、記載する。 

【具体例】 労使の協議、使用者からの通告、労使委員会の開催 

• （注３） 限度時間を超えることのできる回数を定め、記載する。（年間６か月を超えないように回数を設定する。） 

• （注４） 限度時間を超える一定の時間を定め、記載する。 

その際、できる限り短くするよう努めること 

• （注５） 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定め、記載する。 

その際、法定割増賃金率（２５％）を超える率とするよう努めること 

• 「一定期間における延長時間は、１か月４５時間、１年３６０時間とする。 

• ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、▲回を限度として、１か月◆◆時間

まで、これを延長することができる。（これにより、一年◆◆◆時間まで延長することができる。） 

• なお、延長時間が１か月４５時間を超えた場合の割増賃金率は■■％、１年３６０時間を超えた場合の割増賃金率は■■％とする。」 

特別条項付き３６協定の記載例 

（注１） （注２） （注３） 

（注４） 

（注５） 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑦３６協定について（限度時間が適用されない場合） 

① 工作物の建設等の事業 
② 自動車の運転の業務 
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務 
④ 労働基準局長が指定する事業・業務（年間の限度時間は適用される） 

a. 季節による変動（砂糖製造業、年末年始の郵政事業など） 
b. 公益上の必要（発電用原子炉の定期検査など） 

１．労働基準法の労働時間等に関する規定が適用除外（労働基準法第４１条） 

i. 管理監督者、機密事務 
ii. 農業・水産業 
iii. 監視業務、断続的な業務 

３．時間外労働の限度基準（大臣告示）において適用除外としているもの 

２．災害その他避けることのできない場合（労働基準法第３３条） 

• 労働基準監督署長の許可により、３６協定なしで時間外労働が可能 

４．その他（労働基準法第６０条等） 

• １８歳未満については、原則、時間外労働や休日労働をさせられない。（第６０条） 

• 妊産婦が請求した場合は、時間外労働や休日労働をさせられない。（第６６条） 
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労働時間等の設定の改善 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑧労働時間等設定改善法の概要 

・ 労働時間、始業・終業の時刻、休日数、年次有給休暇の日数 

 等の労働時間等に関する事項の設定を、労働者の健康と生活に 

 配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善すること 

・ 事業主は、労働時間等の設定の改善を図るため、必要な措置 

 を講ずるよう努めなければならない 

・ 国は、事業主等に対し援助等を行うとともに、必要な施策を総 

 合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない 

労働時間等設定改善指針の策定 

 事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に 

適切に対処できるよう、定めるもの 

 （具体的取組を進める上で参考となる事項も規定） 

労働時間等設定改善委員会 

・ 労使間の話合いの機会を整備するために設置（努力義務） 

・ 一定の要件を充たす委員会には、労使協定代替効果、届出 

 免除といった労働基準法の適用の特例 

労働時間等設定改善実施計画 

 ２以上の事業主が共同して作成し、大臣承認を受けた場合、
内容の独禁法違反の有無を関係大臣が公正取引委員会と調整  

  
○ 経営者自らが主導して、職場風土改革のための意識改革等に努める 

ことが重要 

 ○ 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で定められた社会全体 

の目標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和の 
実現に向けて計画的に取り組むことが必要 

   （社会全体の目標値） 
     ○「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2020年までに５割減」 

     ○「年次有給休暇取得率を2020年までに70%に引き上げる」 など 
 

【仕事と生活の調和の実現のために重要な取組】 

 （１） 労使間の話合いの機会の整備 

  ○ 労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話合いの機会の整備 等 
  

 （２） 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備 

  ○取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくり 
     ○計画的な年次有給休暇の取得 
     ○年次有給休暇の取得状況を確認する制度の導入 
     ○取得率の目標設定の検討等 
 

 （３） 所定外労働の削減 

  ○「ノー残業デー」、「ノー残業ウィーク」の導入・拡充 
  ○長時間労働の抑制（長時間労働が恒常的なものにならないようにする等） 等 
 

 （４） 労働者各人の健康と生活への配慮 

  ○特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者 
  ○育児・介護を行っている労働者 
  ○単身赴任中の労働者 
  ○自発的な職業能力開発を行う労働者 等への配慮 

労働時間等設定改善指針（主な内容） 

○ 「労働時間等の設定に関する特別措置法」は、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」（時短促進法。平成４年から５年間の 
 時限法、平成９年、平成13年に廃止期限を延長）を、労使の自主的な取組を中心とする基本的性格は保ちつつ、平成17年に改めたもの。 
 ⇒ 時短（年間総実労働時間1800時間の数値目標）から、事業場における「労働時間等の設定の改善」へ 
    ※ 数値目標を含めた「労働時間短縮推進計画」から「労働時間等設定改善指針」へ／時限法から恒久法へ 

・総労働時間の短縮 
・インターバルの確保 
の推進について、 
新たに追加する予定 
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参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑨時間外労働規制の改正経緯 
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本 部 長 
本 部 長 代 理 
事 務 局 長 
構 成 員 

厚生労働大臣 
厚生労働副大臣（労働担当）、厚生労働大臣政務官（労働担当） 
労働基準局長 
事務次官、厚生労働審議官、職業安定局長、雇用均等・児童家庭局長、政策統括官（労働担当）、大臣官房総括審議官 
（国会担当）、大臣官房審議官（労働条件政策担当）、大臣官房審議官（労災、賃金担当）、安全衛生部長 

過重労働等 
撲滅チーム 

 
主査 大臣官房審議官 
 （労働条件政策当） 

働き方改革推進プロジェクトチーム 
 

主 査 事務次官 
構成員 厚生労働審議官、労働基準局長、職業安定局長、雇用均等・児童家庭局長、 
    政策統括官（労働担当）、大臣官房総括審議官（国会担当）、 
    大臣官房審議官（労働条件政策担当）、大臣官房審議官（労災、賃金担当） 
 
◆働き方改革の推進に向けた地方（働き方改革推進本部）への指示 
・働き方改革の推進 
・女性活躍支援    等 
◆本省促進チームによる働き方改革の推進 
・企業経営陣への働きかけ   等 

省内長時間労働 
削減推進チーム 

 
主査 大臣官房総括審  
  議官（国会担当） 

長時間労働削減推進本部 

働き方改革推進本部 
（本部長 都道府県労働局長） 

 
 

●都道府県労働局による企業経営陣への働きかけ  
●業界団体や個別企業に対する効果的・機動的な周知啓発 等 

指示 

〈協力要請・連携〉 
 

・都道府県 
・市町村 
・事業主団体 
・労働団体  等 

「地方創生」につなげる 
 
◯ 仕事と生活の調和を

図ることができる環境
の整備 

◯ 地域の特性を生かし
た、魅力ある就業の機
会の創出 

企業の自主的な働き方の見直しを推進 

平成２６年９月３０日に厚生労働大臣を本部長とする『長時間労働削減推進本部』を設置 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑩働き方改革における厚生労働省の取組 
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 ○ 【平成27年１月～】月100時間超の残業が行われているすべての事業場等に対する監督指導   
   
 
 
 
 ○ 【平成28年４月～】月残業100時間超から80時間超へ監督対象を拡大 
                       

○ 【平成27年４月～】過重労働事案に対する特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）の新設 

 → 東京労働局・大阪労働局に設置（これまで、全国展開する３企業について書類送検を実施） 

 
○ 【平成28年4月～】本省に「過重労働撲滅特別対策班」を新設。47局において、「過重労働特別監督監理官」を新たに任命 

 → 本省に対策班を設けて広域捜査の指導調整、労働局において長時間労働に関する監督指導等を専門とする担当官を任命 

   ○ 【平成26年９月～】平日夜間・土日に、労働条件に関する電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」を設置 

 

   ○ 【平成27年７月～】インターネットによる「労働条件に係る違法の疑いのある事業場情報」監視を実施 

  → インターネット上の求人情報等を監視・収集し、労働基準監督署による監督指導等に活用 

   

    
 

１．長時間労働が行われている事業場に対する監督指導の徹底 

 ○ 【平成27年11月】「過重労働解消キャンペーン」期間中に、集中的に重点監督を実施 
 5,031事業場に対し重点監督を実施し、3,718事業場（73.9％）に是正を指導 

実施事業場 
(平成27年４月～12月) 

  労働基準関係法令違反 
  が認められた事業場 

（主な違反状況） 

違法な時間外労働（※） 賃金不払残業 

8,530事業場 6,501事業場（76.2％） 4,790事業場（56.2％） 813事業場（9.5％） 

（東京かとく：小売業（27年７月、28年１月）、大阪かとく：飲食業（27年８月）） 

通報：407件（平成27年７月～平成28年３月）うち128件に監督指導（平成28年４月末現在） 

年間約２万事業場が対象 ⇒ 過労死認定基準を超えるような残業が行われている事業場に重点的に対応 

 ○ 【平成2８年６月～】中小企業庁・公正取引委員会への通報制度の拡充 

  → 長時間労働の背景として親事業者の下請法等の違反が疑われる場合に、中小企業庁・公正取引委員会に通報 

3．監督指導・捜査体制の強化 

6．取引の在り方や業界慣行に踏み込んだ取組等 

2．過重労働解消キャンペーンの重点監督 

5．情報の提供・収集体制の強化 

 ○ 【平成27年５月～】社会的に影響力の大きい企業が、違法な長時間労働を複数の事業場で行っている場合に企業名を公表 

4．企業名公表制度の創設 

 公表事案：小売店等の棚卸請負業（本社：千葉）（平成28年５月） 

相談：29,124件（平成27年４月～平成28年３月） 

※ 時間外・休日労働協定（３６協定）なく時間外労働を行っているもの、 
 ３６協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行っているものなど。 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑪長時間労働削減対策の取組状況 
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厚生労働省 公正取引委員会・経済産業省 

労働基準監督機関 
（都道府県労働局・ 
労働基準監督署） 

公正取引委員会 
（本局・地方事務所等） 

中小企業庁・経済産業局等 

中小企業 
（下請事業者・特定物流事業者） 

親事業者・特定荷主 

 ・下請法第４条違反 

 ・物流特殊指定に係る独占禁止法第19条違反 

⑵通報 

⑴臨検監督 
 ①以下のいずれかの労働基準関係法令違反が認められ 
  ・労働基準法第24条（賃金支払）違反等 
  ・労働基準法第32条（労働時間）違反等 
 ②当該法令違反の背景に親事業者による下請法違反行為・ 
  特定荷主による物流特殊指定違反行為の存在が疑われ 
 ③下請事業者・特定物流事業者が通報を希望した場合 

⑶立入検査 
 法違反が認められた場合、勧告・公表等 

⑷報告 

※平成２８年６月に太字・下線部を拡充 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑫長時間是正のための通報制度の拡充について 

12 



【現行制度】 
○ 自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関と地方運輸機
関が監督等の結果を相互に通報し、これに基づき、それぞれが調査等の上、所要の措置を講ずる制度。 

【改正内容】 
○ 自動車の運転手について、健康起因事故が増加傾向にあることも踏まえ、①労働基準監督機関から地方運
輸機関への通報、②地方運輸機関から労働基準監督機関への通報について、以下の下線部を新たに通報対
象に加え、国土交通省との連携を強化する。 

（通報対象） 
  ① 労働基準監督機関から地方運輸機関への通報 
      臨検の結果、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑い

があると認められた事案（改善基準告示違反、最低賃金違反、労働安全衛生法（健康診断）違反 等） 
  ② 地方運輸機関から労働基準監督機関への通報 
      監査の結果、自動車運送事業者について労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法（健康診断）、改

善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案 

 
 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑬自動車運転者の健康確保のための相互通報制度の拡充 

【相互通報制度の実施状況】 
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地方運輸機関から労働基準監督機関への通報 
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取組の趣旨 

○ 長時間労働の実態が見られるトラック運送業について、トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体と
なり、当該業界における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための取組を実施。 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑭トラック運送業における取組 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

①中央・各都道府県において 
  協議会の設置・検討 
 （厚生労働省・国土交通省、 
  荷主、事業者等による協議会） 

②長時間労働の実態調査、対策の検討 

③パイロット事業（実証実験）の実施、対策
の具体化 

④長時間労働改善ガイドラインの策定・普
及 

⑤長時間労働改善の普及・定着 

トラック輸送における長時間労働の抑制に向けたロードマップ 

調査の 
実施・検証 

   協議会の開催、パイロット事業の計画・検証、対策の検討、 
   ガイドラインの策定 等 

ガイドラインの策定・普及 

 パイロット事業(実証実験)の実施 

労働時間縮減のための助成事業 

   協 議 会 の 設 置   

普及・定着の促進 
助成事業の実施 

定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・更
な
る
対
策
の
検
討 
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ＥＵ諸国 

（英国）    （フランス）（※）    （ドイツ） 
日本 韓国 米国 

労働時
間の総
量規制 

 
 
 

・調整期間（17
週）を平均して１
週当たり48時間 
・調整期間は労
働協約により52
週に延長可能 
・個別合意により
適用除外可能 

 
 
 

・上限は原則週48
時間・１ 日10時間、
12週平均44時間 
・産別の労働協約に
より12週平均46時
間まで延長可能 
・特別な状況におい
て労働監督官の許
可を得て週60時間
まで延長可能 
・法定労働時間（週
35時間）超過勤務
の上限は年間220
時間 

 
 
 

・調整期間（６か
月）を平均して１
日当たり８時間
（このとき１日の
上限は10時間） 
・調整期間は労働
協約により変更
可能 

◇法定労働時間
（週40時間）を超
えた場合、罰則
の対象となるとと
もに割増賃金支
払義務が生じる。 

・労使協定・届出で
免罰 

・時間外労働の限
度基準に基づき
行政指導 

◇法定労働時間
（週40時間）を超
えた場合、罰則
の対象となるとと
もに割増賃金支
払義務が生じる。 

・当事者間の合意
の下、時間外労
働（休日除く）の
上限を原則12時
間まで延長可 

◇法定労働時間
（週40時間）を超
えた場合、割増
賃金の支払義務
が生じるが、罰則
の対象とはなら
ない。 
 

割増賃
金 

 
 
※労働協約で定
めていない場合
の割増賃金規定
あり（25％/50％） 

 
 
※1994年法によ
り、割増賃金に
関する規定を
削除 

◇法定時間外労
働に対する割増
賃金率が法定さ
れている（25％） 
※月60時間超(大企
業)は50％      

◇法定時間外労
働に対する割増
賃金率が法定さ
れている（50％） 
 

◇法定時間外労
働に対する割増
賃金率が法定さ
れている（50％） 

◇時間外労働も含め、原則として週48時間の量的上限 
規制（時間外労働も含め、超えてはならないもの）を、
安全衛生規制として設定 

◇割増賃金率は基本的には労働協約等により定めら 
  れる（法定されていない） 

参考１．現行の時間外労働規制の概要 ⑮諸外国の労働時間法制について 

※フランスでは、①産別の労働協約が要件であった１２週平均４４時間を１２週平均４６時間に延長することを企業単位の労使協定でも認めること、②労
使協定を要件とした変形労働時間制度をこれまでの１年間から最長３年間に延長すること等を内容とする労働法改正が平成２８年７月に成立している。 15 


